
JP 2009-87156 A 2009.4.23

10

(57)【要約】
【課題】配信時のユーザの状況に合致したコンテンツを
提供する。
【解決手段】情報配信システムは、配信情報の配信日時
のユーザの行動場所を予測し（ステップＳ４１、ステッ
プＳ４２）、配信情報から、その予測したユーザの行動
場所に関するものを選択し（ステップＳ４３）、選択し
た配信情報を配信日時に携帯端末に送信する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末を介してユーザに配信情報を提供する情報提供装置であって、
　前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出手段と、
　前記配信日時検出手段が検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測
手段と、
　前記配信日時検出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手
段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した配信情報を前記配信日時に前記携帯端末に送信する送信手段と
、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項２】
　ユーザの行動予定の情報を記憶するユーザ行動情報記憶手段を備え、
　前記行動場所予測手段は、前記ユーザの行動予定の情報を基に、前記配信日時における
ユーザの行動を予測することを特徴とする請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項３】
　ユーザ固有の情報を記憶するユーザ固有情報記憶手段と、前記ユーザ固有情報記憶手段
に記憶されているユーザ固有の情報を基に、配信情報を決定する配信情報決定手段と、備
え、
　前記選択手段は、前記配信情報決定手段が決定した配信情報であって、前記配信日時検
出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手段が予測したユー
ザの行動場所に関するものを選択することを特徴とする請求項１又は２に記載の情報提供
装置。
【請求項４】
　情報提供装置から提供される配信情報をユーザに出力する携帯端末であって、
　前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出手段と、
　前記配信日時検出手段が検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測
手段と、
　前記配信日時検出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手
段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した配信情報が前記配信日時に配信されるように、前記情報提供装
置に要求する配信要求手段と、
　前記配信要求手段がした要求に対応して、前記情報提供装置から送信されてきた配信情
報を外部出力する出力手段と、
　を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項５】
　携帯端末と、前記携帯端末を利用するユーザに配信情報を提供する情報提供装置と、を
備える情報提供システムを用いてユーザに配信情報を提供する情報提供方法であって、
　前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前記配信情報の配信日時を検出する配信日
時検出ステップと、
　前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前記配信日時検出ステップで検出した配信
日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測ステップと、
　前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前記配信日時検出ステップで配信日時が検
出された配信情報から、前記行動場所予測ステップで予測したユーザの行動場所に関する
ものを選択する選択ステップと、
　前記情報提供装置が、前記選択ステップで選択した配信情報を前記配信日時に前記携帯
端末に送信する送信ステップと、
　前記携帯端末が、前記送信ステップで送信されてくる配信情報を外部出力する出力ステ
ップと、
　を有することを特徴とする情報提供方法。
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【請求項６】
　携帯端末と、前記携帯端末を利用するユーザに情報を提供する情報提供装置と、を備え
る情報提供システムを用いてユーザに情報を提供するプログラムであって、
　前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出ステップと、
　前記配信日時検出ステップで検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所
予測ステップと、
　前記配信日時検出ステップで配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手
段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップで選択した配信情報が前記配信日時に配信されるように、前記情報提
供装置に要求する配信要求ステップと、
　前記配信要求ステップでした要求に対応して、前記情報提供装置から送信されてきた配
信情報を外部出力する出力ステップと、
　を携帯端末に実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザに情報を提供する情報提供装置、携帯端末、情報提供方法及びプログ
ラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ユーザの嗜好等に応じてコンテンツを提供する技術がある。例えば、特許文
献１には、ユーザのブックマーク情報を基に、該ユーザにコンテンツ（情報）を提供する
技術が開示されている。また、ユーザによる過去の情報や商品等の選択履歴から、将来の
選択傾向を分析して、各ユーザの興味や嗜好に応じていると考えられるコンテンツを提供
する「レコメンド技術」が普及しつつある。
【特許文献１】特開２００６－２３７９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、従来におけるユーザの嗜好等に応じてコンテンツを提供する技術では、例え
ば施設の利用に関するコンテンツを配信しても、配信時のユーザの状況によってその施設
を利用できない場合がある。例えば、コンテンツが配信された日にユーザがその施設が位
置する地域に行く予定がない場合等である。このような場合、ユーザにとって、提供され
たコンテンツの有益性は低いものとなる。
　本発明では、配信時のユーザの状況に合致したコンテンツを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記課題を解決するために、本発明に係る請求項１に記載の情報提供装置は、携帯端末
を介してユーザに配信情報を提供する情報提供装置であって、前記配信情報の配信日時を
検出する配信日時検出手段と、前記配信日時検出手段が検出した配信日時のユーザの行動
場所を予測する行動場所予測手段と、前記配信日時検出手段により配信日時が検出された
配信情報から、前記行動場所予測手段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択す
る選択手段と、前記選択手段が選択した配信情報を前記配信日時に前記携帯端末に送信す
る送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００５】
　また、本発明に係る請求項２に記載の情報提供装置は、請求項１に記載の情報提供装置
において、ユーザの行動予定の情報を記憶するユーザ行動情報記憶手段を備え、前記行動
場所予測手段が、前記ユーザの行動予定の情報を基に、前記配信日時におけるユーザの行
動を予測することを特徴とする。
　また、本発明に係る請求項３に記載の情報提供装置は、請求項１又は２に記載の情報提
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供装置において、ユーザ固有の情報を記憶するユーザ固有情報記憶手段と、前記ユーザ固
有情報記憶手段に記憶されているユーザ固有の情報を基に、配信情報を決定する配信情報
決定手段と、備え、前記選択手段が、前記配信情報決定手段が決定した配信情報であって
、前記配信日時検出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手
段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択することを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係る請求項４に記載の携帯端末は、情報提供装置から提供される配信情
報をユーザに出力する携帯端末であって、前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検
出手段と、前記配信日時検出手段が検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動
場所予測手段と、前記配信日時検出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記
行動場所予測手段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択手段と、前記
選択手段が選択した配信情報が前記配信日時に配信されるように、前記情報提供装置に要
求する配信要求手段と、前記配信要求手段がした要求に対応して、前記情報提供装置から
送信されてきた配信情報を外部出力する出力手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る請求項５に記載の情報提供方法は、携帯端末と、前記携帯端末を利
用するユーザに配信情報を提供する情報提供装置と、を備える情報提供システムを用いて
ユーザに配信情報を提供する情報提供方法であって、前記情報提供装置及び携帯端末の何
れかが、前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出ステップと、前記情報提供装置
及び携帯端末の何れかが、前記配信日時検出ステップで検出した配信日時のユーザの行動
場所を予測する行動場所予測ステップと、前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前
記配信日時検出ステップで配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測ステッ
プで予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択ステップと、前記情報提供装
置が、前記選択ステップで選択した配信情報を前記配信日時に前記携帯端末に送信する送
信ステップと、前記携帯端末が、前記送信ステップで送信されてくる配信情報を外部出力
する出力ステップと、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る請求項６に記載のプログラムは、携帯端末と、前記携帯端末を利用
するユーザに情報を提供する情報提供装置と、を備える情報提供システムを用いてユーザ
に情報を提供するプログラムであって、前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出
ステップと、前記配信日時検出ステップで検出した配信日時のユーザの行動場所を予測す
る行動場所予測ステップと、前記配信日時検出ステップで配信日時が検出された配信情報
から、前記行動場所予測手段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択ス
テップと、前記選択ステップで選択した配信情報が前記配信日時に配信されるように、前
記情報提供装置に要求する配信要求ステップと、前記配信要求ステップでした要求に対応
して、前記情報提供装置から送信されてきた配信情報を外部出力する出力ステップと、を
携帯端末に実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、配信日時のユーザの行動場所を予測し、その予測したユーザの行動場
所に関する配信情報を配信することで、配信時のユーザの状況に合致した配信情報を提供
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という。）を図面を参照しながら
詳細に説明する。
（構成）
　本実施形態は、情報配信システムである。
　図１は、情報配信システム１０の構成を示すシステム構成図である。
【００１１】
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　図１に示すように、情報配信システム１０は、携帯電話等によって構成される移動通信
端末２０と、ユーザのスケジューラ情報等に応じて定められているコンテンツ（配信情報
）を配信する情報配信サーバ４０とを備える。図１においては、情報配信サーバ４０は、
ユーザ情報ＤＢ（データベース）５１、ルールＤＢ（又はテーブル）５２、コンテンツＤ
Ｂ（又はテーブル）５３及び場所条件範囲管理ＤＢ（又はテーブル）５４を含んで構成さ
れる。なお、図１における情報配信サーバ４０は概略構成を示したものである。
【００１２】
　情報配信サーバ４０は、ルールＤＢ５２に記憶されている嗜好判別ルール、タイミング
制御ルール及びユーザ情報ＤＢ５１に格納されているユーザ情報（嗜好情報等のユーザ固
有の情報）に基づいて、コンテンツＤＢ５３に格納されているコンテンツを選択して、選
択したコンテンツを移動通信端末２０に配信する。ここで、コンテンツを選択し、配信す
る他に、コンテンツカテゴリを選択し、配信することもできる。以下では説明を簡単にす
るため、コンテンツを選択し、配信することに言及して説明する。移動通信端末２０では
、受信したコンテンツをユーザに通知することで、ユーザは自分の嗜好にあったコンテン
ツを受けることができる。
【００１３】
　図２は、移動通信端末２０及び情報配信サーバ４０の機能構成を示すブロック図である
。
　情報配信サーバ４０は、情報受信部４１、レコメンドルールマッチング部４２、配信日
時有効性判定部４３、コンテンツ取得部４４、フィルタリング部４５、情報送信部４６、
ユーザ情報ＤＢ５１、ルールＤＢ５２、コンテンツＤＢ５３及び場所条件範囲管理ＤＢ５
４を備える。これら各機能要素は以下のとおりハードウェアにより構成され、処理を実施
している。
【００１４】
　図３は、情報配信サーバ４０のハードウェア構成図である。
　情報配信サーバ４０は、物理的には、図３に示すように、ＣＰＵ１０１、主記憶装置で
あるＲＡＭ１０２及びＲＯＭ１０３、ハードディスク等の補助記憶装置１０５、入力デバ
イスであるキーボード及びマウス等の入力装置１０６、ディスプレイ等の出力装置１０７
、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール１０４等を含むコ
ンピュータシステムとして構成される。
【００１５】
　図２において説明した各機能は、図３に示すＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２等のハードウ
ェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ１０１の制
御のもとで通信モジュール１０４、入力装置１０６、出力装置１０７を動作させるととも
に、ＲＡＭ１０２や補助記憶装置１０５におけるデータの読み出し及び書き込みを行うこ
とで実現される。以下、図２に示す機能ブロックに基づいて、各機能ブロックを説明する
。
【００１６】
　情報受信部４１は、移動通信端末２０から送信される情報、具体的には、個人履歴情報
（購入履歴情報、ｗｅｂアクセス履歴情報及びｗｅｂ検索履歴情報等）、嗜好情報、現在
位置情報（端末位置情報）、個人プロファイル情報及び予定情報（実施の日時、場所等の
情報）とともに、移動通信端末２０の端末ＩＤ（ユーザＩＤ）を受信する。情報受信部４
１は、受信した情報を識別し、ユーザ情報ＤＢ５１に出力し、それぞれのテーブルに記憶
させる。
　ここで、嗜好情報とは、例えば「パンが好き」や「花が好き」等であり、現在位置情報
とは、例えば「横浜駅」や「新宿駅」等であり、個人プロファイル情報とは、例えば自宅
住所や性別又は「自宅最寄駅名が横浜駅」や「一人暮らし」等であり、予定情報とは、「
今年の夏、イタリアに行く」等である。
【００１７】
　ユーザ情報ＤＢ５１は、個人履歴・嗜好テーブル（又はＤＢ）５１ａ、個人プロファイ
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ルテーブル（又はＤＢ）５１ｂ、個人予定テーブル（又はＤＢ）５１ｃ及び個人現在地テ
ーブル（又はＤＢ）５１ｄを備える。これら各テーブルは、情報受信部４１により受信さ
れた情報を記憶する。ここで、ユーザ情報ＤＢ５１では、移動通信端末２０の端末ＩＤと
対応付けて、各情報を記憶する。
　ルールＤＢ５２は、嗜好判別ルール管理テーブル５２ａ、タイミング制御ルール管理テ
ーブル５２ｂ及び嗜好－タイミングマッピングテーブル５２ｃを備える。また、レコメン
ドルールマッチング部４２は、嗜好判別ルールマッチング部４２ａ及びタイミング制御ル
ールマッチング部４２ｂを備える。
【００１８】
　嗜好判別ルール管理テーブル５２ａは、ユーザ情報ＤＢ５１に記憶されている個人履歴
情報、嗜好情報、現在位置情報、個人プロファイル情報及び予定情報等の各種ユーザ情報
（ユーザ固有の情報）の組み合わせから構成される情報であって、移動通信端末２０のユ
ーザの嗜好を判別するためのルールを記憶する。図４に嗜好判別ルールの例を示す。嗜好
判別ルール管理テーブル５２ａには、図４に示すように、ルールＩＤごとにルールが記述
されている。この嗜好判別ルールは、個人履歴情報、嗜好情報、現在位置情報、個人プロ
ファイル情報及び予定情報等の各種ユーザ情報の論理式で表現されており、ＡＮＤ条件や
ＯＲ条件を用いて記述される。なお、嗜好判別ルールに記述されている情報は、ユーザ情
報ＤＢ５１に記憶されているユーザ情報に限定されるものではなく、情報配信サーバ４０
のオペレータが任意に定めることができる情報である。
【００１９】
　図４の例においては、ルールＩＤ：Ｐ０００１についてはルール｛Ｃ１　ａｎｄ　Ｃ２
　ａｎｄ　{Ｃ３　ｏｒ　Ｃ４}｝が記述されている。ここで、情報Ｃ１、情報Ｃ２、情報
Ｃ３、情報Ｃ４は、ユーザ情報を示すものであり、例えば、情報Ｃ１が位置情報である場
合は、情報Ｃ１＝“Location:Yokohama”、情報Ｃ２がｗｅｂ検索キーワードである場合
は、情報Ｃ２＝“Keyword:japan”、情報Ｃ３が購買履歴情報である場合は、情報Ｃ３＝
“Buy:ticket”、情報Ｃ４がＷｅｂアクセス履歴情報である場合は、情報Ｃ４＝“Webacc
ess:http:abc.cc.com”が定義付けられる。また、例えば、情報Ｃ１が嗜好情報である場
合には、情報Ｃ１＝“Like:bread”、情報Ｃ２が個人プロファイル情報である場合には、
情報Ｃ２＝“Profile:single”が定義付けられる。そのほか、予定表（予定情報）の場合
は「Schedule:Travel」等も定義付け可能とし、ルールには、一つ以上の各種情報が含ま
れるものとする。このルールＩＤ：Ｐ０００１は、「情報Ｃ１、及び、情報２、なおかつ
情報Ｃ３又は情報Ｃ４のいずれかに一致する情報と照合された場合、マッチング成功とみ
なす」ことを示している。
【００２０】
　嗜好判別ルールマッチング部４２ａは、情報受信部４１により移動通信端末２０からの
情報を受信したとき、ユーザ情報ＤＢ５１に記憶されている移動通信端末２０に対応する
全情報を読み出し、嗜好判別ルール管理テーブル５２ａに記憶されている嗜好判別ルール
が読み出された全情報に存在しているか否かを判定する。例えば、嗜好判別ルールマッチ
ング部４２ａは、嗜好判別ルール管理テーブル５２ａに｛Ｃ１　ａｎｄ　Ｃ２　ａｎｄ　
{Ｃ３　ｏｒ　Ｃ４}｝が記述されている場合には、ユーザ情報ＤＢ５１に記憶されている
全ての情報を対象に、情報Ｃ１、情報Ｃ２が記憶されており、なおかつ情報Ｃ３又は情報
Ｃ４の少なくともいずれか一方が記憶されているか否かを判定する。
【００２１】
　タイミング制御ルール管理テーブル５２ｂは、ユーザ情報ＤＢ５１に記憶されている個
人履歴情報、嗜好情報、現在位置情報、個人プロファイル情報及び予定情報等の各種ユー
ザ情報の組み合わせから構成される情報であって、移動通信端末２０のユーザへのコンテ
ンツ配信タイミングを判別するルールを記憶する。図５に、タイミング制御ルールの例を
示す。タイミング制御ルール管理テーブル５２ｂには、図５に示すように、ルールＩＤと
タイミング制御ルールとが対応付けて記述されている。なお、タイミング制御ルールは、
嗜好判別ルールと同様に、各種ユーザ情報の論理式で表現されており、ＡＮＤ条件やＯＲ
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条件を用いて記述される。なお、このタイミング制御ルールに記述されている情報はユー
ザ情報ＤＢ５１に記憶されている情報に限定されるものではなく、情報配信サーバ４０の
オペレータが任意に定めることができる情報である。
【００２２】
　図５に示すように、ルールＩＤがＴ０００１については、ルール｛Ｃ８（１）　ｏｒ　
Ｃ９（３）　ｏｒ　Ｃ１０（－３）｝が記述されている。ここで、情報Ｃ８、情報Ｃ９、
情報Ｃ１０は、ユーザ情報を示すものであり、情報Ｃ８が現在位置情報の場合は、例えば
情報Ｃ８＝“Location:Yokohama”と定義付けられる。そして、このルールＩＤ：Ｔ００
０１は、「情報Ｃ８（実行優先フラグ１）、又は、情報Ｃ９（実行優先フラグ３）、又は
、情報Ｃ１０（実行優先フラグ－３）、のいずれかに一致する情報と照合された場合、マ
ッチング成功とみなす」ことを示している。
【００２３】
　ここで、ルール内で情報Ｃｎ（ここではｎ＝８，９，１０）に付随するカッコ内で数字
（ここでは、「１」、「３」、「－３」）からなる実行優先フラグは、ユーザ情報毎に規
定される所定の日時と配信日時との差を示している。ここで、所定の日時は、ユーザ情報
が個人履歴情報であれば履歴取得日時であり、ユーザ情報が現在位置情報であれば現在位
置における日時（現在位置取得日時）であり、ユーザ情報が予定情報であれば予定日時（
実行日時）である。また、実行優先フラグは、これらのユーザ情報に応じて、その単位（
秒単位、分単位、時間単位、日単位）が決定されている。例えば、秒単位であれば「ｓ」
、分単位であれば「ｍ」、時間単位であれば「ｈ」、日単位であれば「ｄ」といった識別
記号を用いて、｛Ｃ８（ｄ１）　ｏｒ　Ｃ９（ｈ３）　ｏｒ　Ｃ１０（ｄ－３）｝といっ
たようにすることもできる。
【００２４】
　また、実行優先フラグの趣旨からもわかるように、配信日時によりコンテンツの有効性
が高まる情報が、実行優先フラグでその配信タイミングを判定されることに意味があるの
で、嗜好情報や個人プロファイル情報等については、実行優先フラグに関係なく配信する
ものとする。例えば、このような場合には実行優先フラグを「０」にする。
　また、タイミング制御ルールには、コンテンツの配信期間を制限する配信期間情報も記
述されている。これにより、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、コンテンツの
配信日時が、タイミング制御ルールとなる配信期間（例えば６月１日～６月３０日）内に
あるか否かを判定する。
【００２５】
　例えば、現在位置情報である情報Ｃ８（Location:Yokohama）が通知され、現在位置情
報の取得日時（現在位置取得日時）が「2007年2月11日7:30」であった場合、タイミング
制御ルールにおいて、情報Ｃ８は実行優先フラグが１（「１日以内」又は「当日」）であ
ることから現在時刻が「2007年2月11日7:30～2007年2月12日7:30」の場合のみ有効、すな
わち最適配信タイミングであるとみなされる。また、購入履歴情報である情報Ｃ９（Buy:
GoodsＡ）が通知され、購入履歴情報の履歴取得日時が「2007年2月11日7:30」であった場
合、タイミング制御ルールにおいて、情報Ｃ９は実行優先フラグが３（「３時間以内」又
は「３分以内」）であることから現在時刻が「2007年2月11日7:30～2007年2月11日10:30
」の場合のみ有効であるとみなされる。また、予定情報である情報Ｃ１０（Schedule:Tra
vel）が通知され、予定情報の予定日時が「2007年2月11日7:30」であった場合、タイミン
グ制御ルールにおいて、情報Ｃ１０は実行優先フラグが－３（「３日前以内」）であるこ
とから現在時刻が「2007年2月8日7:30～2007年2月11日7:30」の場合のみ有効であるとみ
なされる。
【００２６】
　嗜好－タイミングマッピングテーブル５２ｃは、嗜好判別ルール管理テーブル５２ａに
記述されている嗜好判別ルールＩＤと、タイミング制御ルール管理テーブル５２ｂに記述
されているタイミング制御ルールＩＤと、マッピングＩＤとを対応付けて記憶するテーブ
ルである。この嗜好－タイミングマッピングテーブル５２ｃを用いて、嗜好判別ルール管
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理テーブル５２ａから抽出された嗜好判別ルールＩＤは、タイミング制御ルール管理テー
ブル５２ｂから抽出される。
【００２７】
　図６は、嗜好－タイミングマッピングテーブル５２ｃの例を示す。
　図６に示すように、マッピングＩＤ、嗜好判別ルールＩＤ、及びタイミング制御ルール
ＩＤが対応付けて記憶されている。
　タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、嗜好判別ルールマッチング部４２ａによ
り抽出された嗜好判別ルールに対応するタイミング制御ルールの有無を嗜好－タイミング
マッピングテーブル５２ｃに基づいて判定し、対応するタイミング制御ルールを嗜好－タ
イミングマッピングテーブル５２ｃから抽出する。具体的には、タイミング制御ルールマ
ッチング部４２ｂは、嗜好－タイミングマッピングテーブル５２ｃを用いて、嗜好判別ル
ールＩＤに対応するタイミング制御ルールＩＤを抽出し、抽出されたタイミング制御ルー
ルＩＤに対応するタイミング制御ルールを、タイミング制御ルール管理テーブル５２ｂか
ら抽出する。
【００２８】
　そして、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、抽出したタイミング制御ルール
がユーザ情報ＤＢ５１に存在しているか否かを判定する。例えば、タイミング制御ルール
マッチング部４２ｂは、抽出したタイミング制御ルールが、タイミング制御ルール管理テ
ーブル５２ｂに、ルール｛Ｃ８（５）　ｏｒ　Ｃ９（３）　ｏｒ　Ｃ１０（１）｝として
記憶されている場合に、情報Ｃ８、情報Ｃ９、情報Ｃ１０のいずれかがユーザ情報ＤＢ５
１に記憶されている否かを判定する。
【００２９】
　配信日時有効性判定部４３は、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂによりユーザ
情報ＤＢ５１に存在していると判定されたタイミング制御ルールの有効性を、実行優先フ
ラグ（配信タイミング）に基づいて判定する。例えば、配信日時有効性判定部４３は、ル
ール｛Ｃ８（１）　ｏｒ　Ｃ９（３）　ｏｒ　Ｃ１０（－３）｝がユーザ情報ＤＢ５１に
記憶されていた場合に、例えば現在位置情報である情報Ｃ８の取得日時が、配信日時と比
較して１日以内に取得されたものであるか、また同様に、例えば購入履歴情報である情報
Ｃ９の取得日時が、配信日時と比較して３時間以内に取得されたものであるか、を判定す
る。なお、例えば情報Ｃ１０が嗜好情報や個人プロファイル情報である場合には、それら
情報の取得日時による制限はないため（実行優先フラグ０）、ここでは考慮されない。配
信日時有効性判定部４３は、タイミング制御ルールが有効であると判定すると、そのタイ
ミング制御ルールＩＤをコンテンツ取得部４４に出力する。
【００３０】
　コンテンツ取得部４４は、配信日時有効性判定部４３で有効であるとされたタイミング
制御ルールＩＤに対応付けられたマッピングＩＤを嗜好－タイミングマッピングテーブル
５２ｃから抽出し、その抽出したマッピングＩＤに対応するコンテンツをコンテンツＤＢ
５３から読み出す。
　コンテンツＤＢ５３は、例えば配信情報管理テーブルを保持する。配信情報管理テーブ
ルは、マッピングＩＤで示される嗜好判別ルールとタイミング制御ルールとの組に対して
、コンテンツを関連付けた情報管理テーブル５３ａである。図７は、配信情報管理テーブ
ル５３ａの例を示す。図７に示すように、配信情報管理テーブル５３ａには、マッピング
ＩＤとテキストからなコンテンツとが対応付けて記憶されている。
【００３１】
　フィルタリング部４５は、コンテンツ取得部４４が読み出したコンテンツから、場所に
関する属性により選択するフィルタリングを行う。すなわち、コンテンツ配信時にユーザ
が行動している場合、又はユーザがこれから行動する可能性が高い場所に関するものに、
読み出したコンテンツを選択するフィルタリングをして、ユーザにとって有益性の高いコ
ンテンツを提供する。このフィルタリング部４５の処理内容については、後述する図８の
情報配信サーバ４０の処理の説明において詳述する。
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【００３２】
　情報送信部４６は、フィルタリング部４５によりフィルタリングして取得したコンテン
ツを移動通信端末２０に送信する。ここで、送信する対象は、前述のようにコンテンツカ
テゴリでもよい。なお、情報送信部４６は、端末ＩＤとあて先（たとえば電子メールアド
レス）とを対応付けて記憶しておき、ユーザ情報ＤＢ５１から取得された移動通信端末２
０の端末ＩＤに基づいたあて先に対して送信する。
【００３３】
　移動通信端末２０の構成は次のようになる。
　図２に示すように、移動通信端末２０は、履歴取得部２１、嗜好情報取得部２２、現在
位置取得部（端末位置取得部）２３、個人プロファイル情報取得部２４、予定情報取得部
（スケジューラ情報取得部）２５、端末ＩＤ格納部２６、情報送信部２７、情報受信部２
８、表示制御部２９及び表示部３０を備える。なお、移動通信端末２０も、情報配信サー
バ４０と同様に、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のハードウェアから構成されており、プログ
ラムにしたがって、前述の各機能が実行される。具体的なハードウェア構成は図３に示す
とおりである。
【００３４】
　履歴取得部２１は、購入履歴情報、ｗｅｂアクセス履歴情報及びｗｅｂ検索履歴情報等
の個人履歴情報を取得する。すなわち、履歴取得部２１は、非接触型ＩＣカード等のＩＣ
チップ搭載型の携帯電話等を用いて商品を購入したことを示す購買履歴情報を取得する。
また、履歴取得部２１は、移動通信端末２０のユーザがｗｅｂ検索を行った検索履歴情報
、すなわちｗｅｂ上の検索エンジンに対して入力された検索キーワードを取得する。また
、履歴取得部２１は、移動通信端末２０によるｗｅｂに対するアクセス履歴情報、例えば
ＵＲＬを取得する。また、履歴取得部２１は、取得した購入履歴情報、ｗｅｂアクセス履
歴情報及びｗｅｂ検索履歴情報（検索キーワード）等を保持し、所定周期ごとに、又は予
め定めた時刻、又は取得後すぐに情報配信サーバ４０に送信できるよう、情報送信部２７
に出力する。
【００３５】
　嗜好情報取得部２２は、移動通信端末２０のユーザの嗜好情報、例えば「パンが好き」
や「花が好き」等の情報を取得する。嗜好情報取得部２２は、取得した嗜好情報を保持し
、所定周期ごとに、又は予め定めた時刻、又は取得後すぐに情報配信サーバ４０に送信で
きるよう、情報送信部２７に出力する。
　現在位置取得部２３は、移動通信端末２０の位置情報、例えば「横浜駅」をＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）や基地局によるエリア測位により定期的に取得する。現在位
置取得部２３は、取得した位置情報を保持し、所定周期ごとに、又は予め定めた時刻、又
は取得後すぐに情報配信サーバ４０に送信できるよう、情報送信部２７に出力する。
【００３６】
　個人プロファイル情報取得部２４は、移動通信端末２０のユーザの個人プロファイル情
報、例えば性別や現住所等又は「自宅最寄駅が横浜駅」や「一人暮らし」等の情報を取得
する。個人プロファイル情報取得部２４は、取得した個人プロファイル情報を保持し、所
定周期ごとに、又は予め定めた時刻、又は取得後すぐに情報配信サーバ４０に送信できる
よう、情報送信部２７に出力する。
【００３７】
　予定情報取得部２５は、ユーザによるスケジューラへの入力情報である予定及び日時の
情報を取得する。例えば、「今年イタリア旅行に行く」や「2007.8.3-15　イタリア旅行
」（2007.8.3-15にイタリア旅行）を予定情報として取得する。予定情報取得部２５は、
ｗｅｂ等に登録されているスケジューラ情報に対する入出力を行うことによりスケジュー
ラ情報を取得するようにしてもよいし、移動通信端末２０内のメモリにスケジューラ情報
を保持しておき、そのスケジューラ情報を取得するようにしてもよい。予定情報取得部２
５は、取得したスケジューラ情報を保持し、所定周期ごとに、又は予め定めた時刻、又は
取得後すぐに情報配信サーバ４０に送信できるよう、情報送信部２７に出力する。
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【００３８】
　情報送信部２７は、予め定めた情報配信サーバ４０に対して各取得部において取得した
各種ユーザ情報に日時（履歴取得日時、現在位置取得日時等）を含めて、自己を示す端末
ＩＤと対応付けて送信する。情報送信部２７は、履歴情報を取得するごとに、又は所定周
期をもって一括して履歴情報を送信するようにしてもよい。また、情報送信部２７は、自
己の端末ＩＤを記憶しており、この端末ＩＤとともに履歴情報を送信する。
　情報受信部２８は、情報配信サーバ４０から送信されてくるコンテンツを含めた様々な
情報を受信する。
　表示制御部２９は、情報受信部２８で受信した情報配信サーバ４０からの情報をディス
プレイ等の表示部３０に表示する制御を行う。
【００３９】
　以上のような構成をなす情報配信サーバ４０の処理について説明する。
　図８は、情報配信サーバ４０の処理を示すフローチャートである。
　図８に示すように、処理を開始すると、先ずステップＳ１において、端末ＩＤ及び配信
日時を取得する。配信日時とは、移動通信端末２０にコンテンツを実際に配信する日時で
あり、ユーザ、コンテンツの提供側、又は情報配信サーバ４０のオペレータ等により、周
期的に又は特定の日時として予め任意に定められている。また、ユーザからのコンテンツ
の配信要求があった場合、その要求タイミングを配信日時として取得することもできる。
【００４０】
　続いてステップＳ２において、レコメンドルールマッチング部４２（嗜好判別ルールマ
ッチング部４２ａ及びタイミング制御ルールマッチング部４２ｂ）は、ユーザ情報ＤＢ５
１の個人履歴・嗜好テーブル５１ａ、個人プロファイルテーブル５１ｂ、個人予定テーブ
ル５１ｃ及び個人現在地テーブル５１ｄから、前記ステップＳ１で取得した端末ＩＤに対
応する個人履歴情報、嗜好情報、個人プロファイル情報、予定情報及び現在位置情報を取
得する。
【００４１】
　続いてステップＳ３～ステップＳ１９において、嗜好判別ルールマッチング部４２ａ及
びタイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステップＳ２で取得した個人履歴情
報、嗜好情報、個人プロファイル情報、予定情報及び現在位置情報に対して、レコメンド
ルールマッチングを行う。すなわち、嗜好判別ルール及びタイミング制御ルールによるマ
ッチングを行う。
【００４２】
　すなわち、先ずステップＳ３において、嗜好判別ルールマッチング部４２ａは、ルール
ＤＢ５２の嗜好判別ルール管理テーブル５２ａに記憶されている嗜好判別ルールで定めら
れている情報が、前記ステップＳ２で取得した個人履歴情報、嗜好情報、個人プロファイ
ル情報、予定情報及び現在位置情報に存在しているか否かを判定することで、嗜好判別ル
ールとのマッチングを行う。ここで、嗜好判別ルールで定められている情報が、前記ステ
ップＳ２で取得した情報に存在しており、マッチングが成功したと判定した場合（続くス
テップＳ４においてＹｅｓの場合）、ステップＳ５に進み、情報が存在していない場合（
続くステップＳ４においてＮｏの場合）、該図８に示す処理を終了する。
【００４３】
　ステップＳ５では、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステップＳ４で
マッチした嗜好判別ルールとマッピングされているタイミング制御ルールを読み出す。す
なわち、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、嗜好－タイミングマッピングテー
ブル５２ｃから、前記ステップＳ４でマッチした嗜好判別ルールの嗜好判別ＩＤに対応す
るタイミング制御ルールＩＤを読み出すことで、嗜好判別ルールにマッピングされている
タイミング制御ルールを読み出す。
【００４４】
　続いてステップＳ６において、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステ
ップＳ５で読み出したタイミング制御ルールが、前記ステップＳ２で取得した個人履歴情
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報に存在しているか否かを判定することで、タイミング制御ルールと個人履歴情報とのマ
ッチングを行う。ここで、タイミング制御ルールで定められている情報が、前記ステップ
Ｓ２で取得した個人履歴情報に存在しており、マッチングが成功したと判定した場合（続
くステップＳ７においてＹｅｓの場合）、ステップＳ８に進み、前記ステップＳ２で取得
した個人履歴情報に存在していない場合（続くステップＳ７においてＮｏの場合）、該図
８に示す処理を終了する。なお、タイミング制御ルールがそもそも個人履歴情報を条件と
していない場合（個人履歴情報が記述されていない場合）、マッチングが成功したとみな
して、ステップＳ８に進む。
【００４５】
　ステップＳ８では、配信日時有効性判定部４３は、前記ステップＳ２で取得した個人履
歴情報の取得日時（履歴取得日時）と配信日時との差と、タイミング制御ルールの実行優
先フラグとのマッチングを行う。すなわち、配信日時有効性判定部４３は、前記ステップ
Ｓ２で取得した個人履歴情報の取得日時と配信日時との差が、タイミング制御ルールの実
行優先フラグで規定する所定の期間以内か否かを判定する。ここで、配信日時有効性判定
部４３は、タイミング制御ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内の場合、マ
ッチングが成功したと判定して（続くステップＳ９においてＹｅｓ）、ステップＳ１０に
進み、タイミング制御ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内でない場合（続
くステップＳ９においてＮｏ）、該図８に示す処理を終了する。なお、タイミング制御ル
ールがそもそも個人履歴情報を条件としていない場合（個人履歴情報が記述されていない
場合）、マッチングが成功したとみなして、ステップＳ１０に進む。
【００４６】
　ステップＳ１０では、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステップＳ５
で読み出したタイミング制御ルールが、前記ステップＳ２で取得した現在位置情報（例え
ば「横浜駅」）に存在しているか否かを判定することで、タイミング制御ルールと現在位
置情報とのマッチングを行う。ここで、タイミング制御ルールで定められている情報が、
前記ステップＳ２で取得した現在位置情報に存在しており、マッチングが成功したと判定
した場合（続くステップＳ１１においてＹｅｓの場合）、ステップＳ１２に進み、前記ス
テップＳ２で取得した現在位置情報に存在していない場合（続くステップＳ１１において
Ｎｏの場合）、該図８に示す処理を終了する。なお、タイミング制御ルールがそもそも現
在位置情報を条件としていない場合（現在位置情報が記述されていない場合）、マッチン
グが成功したとみなして、ステップＳ１２に進む。
【００４７】
　ステップＳ１２では、配信日時有効性判定部４３は、前記ステップＳ２で取得した現在
位置情報の取得日時（現在位置取得日時）と配信日時との差と、タイミング制御ルールの
実行優先フラグとのマッチングを行う。すなわち、配信日時有効性判定部４３は、前記ス
テップＳ２で取得した現在位置情報の取得日時と配信日時との差が、タイミング制御ルー
ルの実行優先フラグで規定する所定の期間以内か否かを判定する。ここで、配信日時有効
性判定部４３は、タイミング制御ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内の場
合、マッチングが成功したと判定して（続くステップＳ１３においてＹｅｓ）、ステップ
Ｓ１４に進み、タイミング制御ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内でない
場合（続くステップＳ１３においてＮｏ）、該図８に示す処理を終了する。なお、タイミ
ング制御ルールがそもそも現在位置情報を条件としていない場合（現在位置情報が記述さ
れていない場合）、マッチングが成功したとみなして、ステップＳ１４に進む。
【００４８】
　ステップＳ１４では、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステップＳ５
で読み出したタイミング制御ルールが、前記ステップＳ２で取得した予定情報（日時、場
所）に存在しているか否かを判定することで、タイミング制御ルールと予定情報とのマッ
チングを行う。ここで、タイミング制御ルールで定められている情報が、前記ステップＳ
２で取得した予定情報に存在しており、マッチングが成功したと判定した場合（続くステ
ップＳ１５においてＹｅｓの場合）、ステップＳ１６に進み、前記ステップＳ２で取得し
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た予定情報に存在していない場合（続くステップＳ１５においてＮｏの場合）、該図８に
示す処理を終了する。なお、タイミング制御ルールがそもそも予定情報を条件としていな
い場合（予定情報が記述されていない場合）、マッチングが成功したとみなして、ステッ
プＳ１６に進む。
【００４９】
　ステップＳ１６では、配信日時有効性判定部４３は、前記ステップＳ２で取得した予定
情報の予定日時と配信日時との差と、タイミング制御ルールの実行優先フラグとのマッチ
ングを行う。すなわち、配信日時有効性判定部４３は、前記ステップＳ２で取得した予定
情報の予定日時と配信日時との差が、タイミング制御ルールの実行優先フラグで規定する
所定の期間以内か否かを判定する。ここで、配信日時有効性判定部４３は、タイミング制
御ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内の場合、マッチングが成功したと判
定して（続くステップＳ１７においてＹｅｓ）、ステップＳ１８に進み、タイミング制御
ルールの実行優先フラグで規定する所定の期間以内でない場合（続くステップＳ１７にお
いてＮｏ）、該図８に示す処理を終了する。なお、タイミング制御ルールがそもそも予定
情報を条件としていない場合（予定情報が記述されていない場合）、マッチングが成功し
たとみなして、ステップＳ１８に進む。
【００５０】
　ステップＳ１８では、タイミング制御ルールマッチング部４２ｂは、前記ステップＳ１
で取得した配信日時が、前記ステップＳ５で読み出したタイミング制御ルールに記述され
ている配信期間内のものか否かを判定することで、タイミング制御ルールの配信期間情報
によるマッチングを行う。ここで、前記ステップＳ１で取得した配信日時が、タイミング
制御ルールで定められている配信期間内のものであり、マッチングが成功したと判定した
場合（続くステップＳ１９においてＹｅｓの場合）、ステップＳ２０に進み、前記ステッ
プＳ１で取得した配信日時がタイミング制御ルールで定められている配信期間内のもので
ない場合（続くステップＳ１９においてＮｏの場合）、該図８に示す処理を終了する。な
お、タイミング制御ルールがそもそも配信期間情報を条件としていない場合（配信期間情
報が記述されていない場合）、マッチングが成功したとみなして、ステップＳ２０に進む
。
【００５１】
　以上のように、前記ステップＳ３～ステップＳ１９において、前記ステップＳ２で取得
した個人履歴情報、嗜好情報、個人プロファイル情報、予定情報及び現在位置情報に対し
て、レコメンドルールマッチングを行い、マッチングに成功したコンテンツ（コンテンツ
の候補）を取得する。
　ステップＳ２０では、フィルタリング部４４は、以上のような前段の処理により取得し
たコンテンツをフィルタリングする。
　図９は、コンテンツのフィルタリングの処理を示すフローチャートである。
　図９に示すように、処理を開始すると、先ずステップＳ４１において、フィルタリング
部４４は、コンテンツ場所条件を取得する。コンテンツ場所条件とは、コンテンツを配信
する場所（コンテンツを配信する際の移動通信端末２０の位置）の条件である。
【００５２】
　図１０は、コンテンツ場所条件を取得する処理を示すフローチャートである。
　図１０に示すように、処理を開始すると、先ずステップＳ６１において、フィルタリン
グ部４４は、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されているか否かを判定
する。ここで、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されている場合、ステ
ップＳ６２に進み、そうでない場合、ステップＳ６３に進む。
　ステップＳ６２では、フィルタリング部４４は、コンテンツ場所条件を「現在地」のみ
とする。すなわち、後段のフィルタリング処理にて、「現在地」において有効なコンテン
ツが選択されるようにする。そして、該図１０に示す処理を終了する。
【００５３】
　ステップＳ６３では、フィルタリング部４４は、タイミング制御ルールに「予定（予定
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情報）」が条件として記述されているか否かを判定する。ここで、タイミング制御ルール
に「予定（予定情報）」が条件として記述されている場合、ステップＳ６４に進み、そう
でない場合、ステップＳ６７に進む。
　ステップＳ６４では、フィルタリング部４４は、タイミング制御ルールがマッチしたの
が「予定当日」か否かを判定する。すなわち、予定情報の予定日時と配信日時との差と、
タイミング制御ルールの実行優先フラグとの関係で、「予定当日」になっているか否かを
判定する。ここで、フィルタリング部４４は、タイミング制御ルールがマッチしたのが「
予定当日」の場合、すなわちコンテンツ配信当日の場合、ステップＳ６５に進み、そうで
ない場合、ステップＳ６６に進む。例えば、ステップＳ６６に進む場合とは、タイミング
制御ルールがマッチしたのが「予定前日」の場合であり、すなわち予定情報の予定日時と
配信日時との差が、タイミング制御ルールの実行優先フラグが規定する１日前以前の場合
、より具体的には、コンテンツ配信前日の場合である。
【００５４】
　ステップＳ６５では、フィルタリング部４４は、コンテンツ場所条件を「予定場所」及
び「現在地」とする。すなわち、後段のフィルタリング処理にて、「予定場所」及び「現
在地」において有効なコンテンツが選択されるようにする。そして、該図１０に示す処理
を終了する。
　ステップＳ６６では、フィルタリング部４４は、コンテンツ場所条件を「予定場所」、
「自宅」、「会社」及び「現在地」とする。すなわち、後段のフィルタリング処理にて、
「予定場所」、「自宅」、「会社」及び「現在地」において有効なコンテンツが選択され
るようにする。そして、該図１０に示す処理を終了する。
【００５５】
　ステップＳ６７では、フィルタリング部４４は、コンテンツ場所条件を「自宅」、「会
社」及び「現在地」とする。すなわち、後段のフィルタリング処理にて、「自宅」、「会
社」及び「現在地」において有効なコンテンツが選択されるようにする。そして、該図１
０に示す処理を終了する。
　以上のようにステップＳ４１において、コンテンツ場所条件（「予定場所」、「自宅」
、「会社」又は「現在地」等）を取得する。
【００５６】
　具体的には、タイミング制御ルールに「場所」も「予定」も条件として記述されていな
い場合、コンテンツ場所条件を「自宅」、「会社」及び「現在地」とし（前記ステップＳ
６１→ステップＳ６３→ステップＳ６７）、タイミング制御ルールに「場所」が条件とし
て記述されている場合、「予定」にかかわらず、コンテンツ場所条件を「現在地」とし（
前記ステップＳ６１→ステップＳ６２）、タイミング制御ルールに「予定」が条件として
記述されており、配信日時がその「予定当日」の場合、コンテンツ場所条件を「予定場所
」及び「現在地」とし（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ６４→ステッ
プＳ６５）、タイミング制御ルールに「予定」が条件として記述されており、配信日時が
その「予定当日」以外の場合、例えば「予定前日」の場合、コンテンツ場所条件を「予定
場所」、「自宅」、「会社」及び「現在地」としている（前記ステップＳ６１→ステップ
Ｓ６３→ステップＳ６４→ステップＳ６６）。
【００５７】
　続いてステップＳ４２において、フィルタリング部４４は、前記ステップＳ４１で取得
したコンテンツ場所条件を満たす場所情報を取得する。具体的には、コンテンツ場所条件
である「予定場所」、「自宅」、「会社」又は「現在地」等に対応する具体的な場所や住
所、例えば「横浜駅」や「新宿駅」等のユーザ毎に決まる具体的な場所や住所を場所情報
として取得する。
　続いてステップＳ４３において、フィルタリング部４５は、前段の処理でマッチングに
成功したレコメンドルールに対応するコンテンツを、前記ステップＳ４２で取得した場所
情報でフィルタリングする。すなわち、コンテンツ（コンテンツのリスト）から、場所情
報（「横浜駅」等の具体的な場所）に合致するコンテンツ（該場所で有益なコンテンツ）



(14) JP 2009-87156 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

を選択する。
【００５８】
　また、このとき、さらに範囲（エリア）を条件とすることもできる。この場合、コンテ
ンツがユーザに有効に作用する範囲により、コンテンツをさらに選択する。
　図１１は、条件となる範囲の例を示す。
　図１１に示すように、コンテンツ（コンテンツカテゴリでもよい）と、そのコンテンツ
がユーザにとって有益となる範囲を定める場所条件範囲とを対応付けした場所条件範囲管
理テーブル５４を持っている。この例では、コンテンツが「飲食店」に関するものの場合
、ユーザにとって有益となる場所条件範囲を５ｋｍに設定している。これは、一般的に、
「飲食店」の場合、ユーザの現在位置から５ｋｍ圏内にある飲食店に関するコンテンツが
、該ユーザにとって有益なものとなると考えられることから、このように場所条件範囲を
決定している。例えば、ユーザの現在位置から遠くにあるコンビニエンスストアの情報は
、一般的には、該ユーザにとってはそれほど意味をなさないことから、コンテンツが「コ
ンビニエンスストア」の場合、ユーザにとって有益となる場所条件範囲を１ｋｍや５００
ｍに設定する。
【００５９】
　以上のような場所条件及び場所条件範囲でフィルタリングすることにより、場所条件を
満たす位置から所定エリア内のコンテンツ（例えば所定エリア内に存在する施設のコンテ
ンツ）が選択されるようになる。
　続いて図９のステップＳ２１において、前記ステップＳ２０でフィルタリングして得た
コンテンツのリストを出力する。すなわち、前記ステップＳ１に取得した配信日時に、情
報送信部４６によりコンテンツのリストを送信する。
【００６０】
（動作及び作用）
　動作及び作用は次のようになる。
　情報配信システム１０では、情報配信サーバ４０が、端末ＩＤ及び配信日時を取得し、
ユーザ情報ＤＢ５１から端末ＩＤに対応する嗜好情報等の各種ユーザ情報を取得する（前
記ステップＳ１、ステップＳ２）。そして、情報配信サーバ４０は、各種ユーザ情報と嗜
好判別ルール及びタイミング制御ルールとをマッチングさせ、マッチングが成功したコン
テンツ（コンテンツの候補）を取得する（前記ステップＳ３～ステップＳ１９）。そして
、情報配信サーバ４０は、取得したコンテンツを場所条件によりフィルタリングする（前
記ステップＳ２０）。すなわち、情報配信サーバ４０は、先ずコンテンツ場所条件を取得
し、取得したコンテンツ場所条件を満たす場所情報（具体的な場所情報）を取得する（前
記ステップＳ４１、ステップＳ４２）。そして、情報配信サーバ４０は、嗜好判別ルール
及びタイミング制御ルールでマッチングが成功したコンテンツを、「場所条件」及び「場
所条件範囲」でフィルタリングする。情報配信サーバ４０は、このようにフィルタリング
して取得したコンテンツ（コンテンツのリスト）を移動通信端末２０に送信する。移動通
信端末２０では、情報配信サーバ４０から送信されてきたコンテンツを表示部３０に表示
する。
【００６１】
　ここで、以上のような処理により実現されるコンテンツ配信の具体例を図１２を用いて
説明する。
（１）第１例
　ルールＩＤ：Ｍ０００１が、嗜好判別ルール「一人暮らしの人で、パン好きな人」と、
タイミング制御ルール「会社の帰り道に自宅の最寄駅を降りたとき」と、コンテンツカテ
ゴリ「遅くまでやっているパン屋さん」とでマッピングされているものとする。すなわち
、ユーザ情報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール「一人暮らしの人で、パン好きな人」に記述さ
れている情報（個人プロファイル情報＝「一人暮らし」、嗜好情報＝「パン好き」）が記
憶されており、タイミング制御ルール「会社の帰り道に自宅の最寄駅を降りたとき」に記
述されている情報（個人プロファイル情報＝「最寄駅名（横浜駅）」、現在位置情報＝「
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横浜駅」、実行優先フラグ＝「０」）が記憶されている場合、レコメンドルール（嗜好判
別ルール及びタイミング制御ルール）でマッチングが成功したとして、コンテンツカテゴ
リ「遅くまでやっているパン屋さん」を取得するものとする。
【００６２】
　このような場合に、レコメンドルールでマッチングが成功したときには（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステップＳ２０
）、タイミング制御ルールに「自宅の最寄駅」といった「場所」が条件として記述されて
いることから、コンテンツ場所条件として「現在地」を取得して（前記ステップＳ４１（
前記ステップＳ６１→ステップＳ６２））、そのコンテンツ場所条件の「現在地」に対応
する場所情報として「横浜駅」を取得して、取得した「横浜駅」からの所定エリア（場所
条件範囲）で、先にレコメンドルールでマッチングに成功して取得したコンテンツカテゴ
リ「遅くまでやっているパン屋さん」をフィルタリングして、コンテンツを得る（前記ス
テップＳ４２、ステップＳ４３）。
【００６３】
　図１３は、以上の処理を移動通信端末２０及び情報配信サーバ４０の主要部間での処理
として示している。
　図１３に示すように、個人履歴・嗜好ＤＢ（テーブル）５１ａ、個人プロファイルＤＢ
（テーブル）５１ｂ、個人予定ＤＢ（テーブル）５１ｃ及び個人現在地ＤＢ（テーブル）
５１ｄからなるユーザ情報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール「一人暮らしの人で、パンが好き
な人」に記述されている情報（個人プロファイル情報＝「一人暮らし」、嗜好情報＝「パ
ンが好き」）が記憶されており、タイミング制御ルール「会社の帰り道に自宅の最寄駅を
降りたとき」に記述されている情報（個人プロファイル情報＝「最寄駅名（横浜駅）」、
現在位置情報＝「横浜駅」、実行優先フラグ＝「０」）が記憶されている場合、レコメン
ドルールマッチング部４２が、ルールテーブル（ＤＢ）５２に格納されているレコメンド
ルール（嗜好判別ルール及びタイミング制御ルール）でマッチングが成功すると、コンテ
ンツカテゴリ「遅くまでやっているパン屋さん」を取得し、コンテンツ取得部４４が、コ
ンテンツカテゴリ「遅くまでやっているパン屋さん」のリストを取得する（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）。
【００６４】
　そして、フィルタリング部４５が、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステ
ップＳ２０）、タイミング制御ルールに「自宅の最寄駅」といった「場所」が条件として
記述されていることから、コンテンツ場所条件として「現在地」を取得して（前記ステッ
プＳ４１（前記ステップＳ６１→ステップＳ６２））、そのコンテンツ場所条件の「現在
地」に対応する場所情報として「横浜駅」を取得する。そして、フィルタリング部４５が
、場所条件範囲管理テーブル（ＤＢ）５４を参照して、「横浜駅」からの所定エリア（場
所条件範囲）で、先にレコメンドルールでマッチングに成功して取得したコンテンツカテ
ゴリ「遅くまでやっているパン屋さん」をフィルタリングして、コンテンツ「横浜駅で遅
くまでやっているパン屋さん」のリストを得る（前記ステップＳ４２、ステップＳ４３）
。例えば、「横浜駅」から１ｋｍ範囲内のパン屋に関するコンテンツのリストを得る。
【００６５】
（２）第２例
　ルールＩＤ：Ｍ０００２が、嗜好判別ルール「一人暮らしの人で、パンが好きな人」と
、タイミング制御ルール「パンに関する情報を検索しているとき」と、コンテンツカテゴ
リ「評判がいいパン屋さん」とでマッピングされているものとする。すなわち、ユーザ情
報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール「一人暮らしの人で、パンが好きな人」に記述されている
情報（個人プロファイル情報＝「一人暮らし」、嗜好情報＝「パンが好き」）が記憶され
ており、タイミング制御ルール「パンに関する情報を検索しているとき」に記述されてい
る情報（個人履歴情報＝「パンに関する情報を検索」、実行優先フラグ＝「０」）が記憶
されている場合、レコメンドルール（嗜好判別ルール及びタイミング制御ルール）でマッ
チングが成功したとして、コンテンツカテゴリ「評判がいいパン屋さん」を取得するもの
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とする。
【００６６】
　このような場合に、レコメンドルールでマッチングが成功したときには（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステップＳ２０
）、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されてなく、タイミング制御ルー
ルに「予定」が条件として記述されてないことから、コンテンツ場所条件として「自宅、
会社、現在地」を取得して（前記ステップＳ４１（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３
→ステップＳ６７））、そのコンテンツ場所条件の「自宅、会社、現在地」に対応する場
所情報として「横浜市南幸町」（自宅）、「新宿」（会社）及び「横浜駅」（現在地）を
取得して、取得した「横浜市南幸町」、「新宿」及び「横浜駅」毎に所定エリア（場所条
件範囲）で、先にレコメンドルールでマッチングに成功して取得したコンテンツカテゴリ
「評判がいいパン屋さん」をフィルタリングして、コンテンツを得る（前記ステップＳ４
２、ステップＳ４３）。
【００６７】
（３）第３例
　ルールＩＤ：Ｍ０００３が、嗜好判別ルール「今年イタリアに行く予定がある人」と、
タイミング制御ルール「予定日前日」と、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」とでマ
ッピングされているものとする。すなわち、ユーザ情報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール「今
年イタリアに行く予定がある人」に記述されている情報（予定情報＝「今年イタリアに行
く」）が記憶されており、タイミング制御ルール「予定日前日」に記述されている情報（
予定情報＝「今年イタリアに行く」、実行優先フラグ＝「－１」）が記憶されている場合
、レコメンドルール（嗜好判別ルール及びタイミング制御ルール）でマッチングが成功し
たとして、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」を取得するものとする。
【００６８】
　このような場合に、レコメンドルールでマッチングが成功したときには（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステップＳ２０
）、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されてなく、タイミング制御ルー
ルに「予定」が条件として記述されており、その「予定」が「予定日前日」であることか
ら、コンテンツ場所条件として「予定場所、自宅、会社、現在地」を取得して（前記ステ
ップＳ４１（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ６４→ステップＳ６６）
）、そのコンテンツ場所条件の「予定場所、自宅、会社、現在地」に対応する場所情報と
して「イタリア」（予定場所）、「横浜市南幸町」（自宅）、「新宿」（会社）及び「横
浜駅」（現在地）を取得して、取得した「イタリア」、「横浜市南幸町」、「新宿」及び
「横浜駅」毎に所定エリア（場所条件範囲）で、先にレコメンドルールでマッチングに成
功して取得したコンテンツカテゴリ「ドラックストア」をフィルタリングして、コンテン
ツを得る（前記ステップＳ４２、ステップＳ４３）。
【００６９】
（４）第４例
　ルールＩＤ：Ｍ０００４が、嗜好判別ルール「今年イタリアに行く予定がある人」と、
タイミング制御ルール「予定日当日」と、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」とでマ
ッピングされているものとする。すなわち、ユーザ情報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール「今
年イタリアに行く予定がある人」に記述されている情報（予定情報＝「今年イタリアに行
く」）が記憶されており、タイミング制御ルール「予定日当日」に記述されている情報（
予定情報＝「今年イタリアに行く」、実行優先フラグ＝「１」）が記憶されている場合、
レコメンドルール（嗜好判別ルール及びタイミング制御ルール）でマッチングが成功した
として、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」を取得するものとする。
【００７０】
　このような場合に、レコメンドルールでマッチングが成功したときには（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステップＳ２０
）、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されてなく、タイミング制御ルー
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ルに「予定」が条件として記述されており、その「予定」が「予定日当日」であることか
ら、コンテンツ場所条件として「予定場所、現在地」を取得して（前記ステップＳ４１（
前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ６４→ステップＳ６５））、そのコン
テンツ場所条件の「予定場所、現在地」に対応する場所情報として「イタリア」（予定場
所）及び「横浜駅」（現在地）を取得して、取得した「イタリア」及び「横浜駅」毎に所
定エリア（場所条件範囲）で、先にレコメンドルールでマッチングに成功して取得したコ
ンテンツカテゴリ「ドラックストア」をフィルタリングして、コンテンツを得る（前記ス
テップＳ４２、ステップＳ４３）。
【００７１】
（５）第５例
　ルールＩＤ：Ｍ０００５が、嗜好判別ルール「今年イタリアに行く予定がある人」と、
タイミング制御ルール「横浜についたら」と、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」と
でマッピングされているものとする。すなわち、ユーザ情報ＤＢ５１に、嗜好判別ルール
「今年イタリアに行く予定がある人」に記述されている情報（予定情報＝「今年イタリア
に行く」）が記憶されており、タイミング制御ルール「横浜についたら」に記述されてい
る情報（現在位置情報＝「横浜」、実行優先フラグ＝「０」）が記憶されている場合、レ
コメンドルール（嗜好判別ルール及びタイミング制御ルール）でマッチングが成功したと
して、コンテンツカテゴリ「ドラックストア」を取得するものとする。
【００７２】
　このような場合に、レコメンドルールでマッチングが成功したときには（前記ステップ
Ｓ１～ステップＳ１９）、コンテンツのフィルタリング処理として（前記ステップＳ２０
）、タイミング制御ルールに「場所」が条件として記述されていることから、コンテンツ
場所条件として「現在地」を取得して（前記ステップＳ４１（前記ステップＳ６１→ステ
ップＳ６２））、そのコンテンツ場所条件の「現在地」に対応する場所情報として「横浜
駅」を取得して、取得した「横浜駅」の所定エリア（場所条件範囲）で、先にレコメンド
ルールでマッチングに成功して取得したコンテンツカテゴリ「ドラックストア」をフィル
タリングして、コンテンツを得る（前記ステップＳ４２、ステップＳ４３）。
【００７３】
（６）その他
　応用例としては、ＴＯＤＯリストの予定を基に、コンテンツを配信することもできる。
例えば、ＴＯＤＯリストに「切手を買う」があり、レコメンドルールマッチングが成功（
「予定日前日」が記述されているタイミング制御ルールでマッチングが成功）した場合に
は、コンテンツカテゴリ「切手が売っている店」を取得する。そして、コンテンツのフィ
ルタリング処理として（前記ステップＳ２０）、タイミング制御ルールに「場所」が条件
として記述されてなく、タイミング制御ルールに「予定」が条件として記述されており、
その「予定」が「予定日前日」であることから、コンテンツ場所条件として、ＴＯＤＯリ
ストに応じた「自宅、会社、現在地」を取得する（前記ステップＳ４１（前記ステップＳ
６１→ステップＳ６３→ステップＳ６４→ステップＳ６６））。そして、そのコンテンツ
場所条件の「自宅、会社、現在地」に対応する場所情報として「横浜市南幸町」（自宅）
、「新宿」（会社）及び「横浜駅」（現在地）を取得して、取得した「横浜市南幸町」、
「新宿」及び「横浜駅」毎に所定エリア（場所条件範囲）で、先にレコメンドルールでマ
ッチングに成功して取得したコンテンツカテゴリ「切手が売っている店」をフィルタリン
グして、コンテンツを得ることもできる（前記ステップＳ４２、ステップＳ４３）。
【００７４】
（効果）
　効果は次のようになる。
　前述のように、ユーザ情報に関してレコメンドルールマッチングでマッチングに成功し
たコンテンツを、コンテンツ場所条件、すなわちユーザの行動予定に対応して得られる場
所（「予定場所」、「自宅」、「会社」又は「現在地」等）でフィルタリングし、フィル
タリングして得たコンテンツをユーザに配信している。すなわち、配信時のユーザの行動
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場所を予測し、その予測したユーザの行動場所に関するコンテンツをユーザに配信してい
る。これにより、配信時のユーザの状況に合致したコンテンツを提供できる。
　これにより、配信時のユーザの行動場所（行動する予定の場所を含む）に応じたコンテ
ンツを選択することで、ユーザの予定や嗜好等に応じて得た施設等に関するコンテンツの
うち、ユーザが会社の昼休みや帰宅途中、出かけたついでに立ち寄りやすい場所に関する
コンテンツのみを、該ユーザに配信できる。
【００７５】
　ここで、タイミング制御ルールの記述に基づいてコンテンツ場所条件を設定している（
前記図１０参照）。具体的には、前述のように、タイミング制御ルールに「場所」も「予
定」も条件として記述されていない場合、コンテンツ場所条件を「自宅」、「会社」及び
「現在地」とし（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ６７）、タイミング
制御ルールに「場所」が条件として記述されている場合、コンテンツ場所条件を「現在地
」とし（前記ステップＳ６１→ステップＳ６２）、タイミング制御ルールに「予定」が条
件として記述されており、配信日時がその「予定当日」の場合、コンテンツ場所条件を「
予定場所」及び「現在地」とし（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ６４
→ステップＳ６５）、タイミング制御ルールに「予定」が条件として記述されており、配
信日時がその「予定当日」以外の場合、コンテンツ場所条件を「予定場所」、「自宅」、
「会社」及び「現在地」としている（前記ステップＳ６１→ステップＳ６３→ステップＳ
６４→ステップＳ６６）。
【００７６】
　例えば、会社員のユーザが旅行に行く予定の場合（予定をスケジュールに登録している
場合）には、予定前日であれば、ユーザがまだ会社に通勤する可能性が高く、さらに自宅
から出勤及び自宅に帰宅する可能性も高いことから、その予定から得られる旅行の必需品
に関する店のコンテンツのうち、旅行先に加えて、会社や自宅さらには配信時のユーザの
位置の周辺地域に属するコンテンツを選択してユーザに提供することで、ユーザは、その
店に関するコンテンツを基に、旅行の必需品を簡単に購入できるようになる。また、予定
当日であれば、ユーザが旅行先に向かっている可能性が高いことから、旅行先及び配信時
のユーザの位置の周辺地域に属するコンテンツをユーザに提供することで、ユーザは、そ
の店に関するコンテンツを基に、旅行の必需品を簡単に購入できるようになる。
【００７７】
　以上のように、タイミング制御ルールの記述に基づいてコンテンツ場所条件を設定する
ことで、コンテンツをその配信時のユーザの行動場所に合致させたものにすることができ
る。
　また、前述のように、情報配信サーバ４０で管理するユーザの予定情報を基に、ユーザ
の行動を予測しているので、簡単かつ正確にユーザの行動を予測でき、結果として、より
有益性の高いコンテンツをユーザに提供できる。
　また、前述のように、嗜好等のユーザ情報を用い、レコメンドルールマッチングでコン
テンツを得ているので、すなわちユーザ固有の情報を基に、コンテンツ（コンテンツ候補
）を決定しているので、より有益性の高いコンテンツをユーザに提供できる。
【００７８】
（他の実施形態等）
　なお、前記実施形態を次のような構成により実現することもできる。
　すなわち、前記実施形態では、ユーザ情報ＤＢに蓄積されるユーザ情報（ユーザ固有の
情報）が、個人履歴情報、嗜好情報、現在位置情報、個人プロファイル情報及び予定情報
である場合を説明した。しかし、ユーザ情報ＤＢに蓄積されるユーザ情報は、これら情報
に限定されるものではない。
　また、前記実施形態では、主にシステムについて説明したが、いわゆる当業者であれば
明らかであるように、本発明はコンピュータで使用可能なプログラム及び方法としても実
施できる。また、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、又は、ソフトウェア及びハー
ドウェアの実施形態で実施可能である。プログラムは、ハードディスク、CD-ROM、DVD-RO



(19) JP 2009-87156 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

M、光記憶装置又は磁気記憶装置等の任意のコンピュータ可読媒体に記録できる。さらに
、プログラムはネットワークを介した他の装置（情報配信サーバや移動通信端末）に記録
することができる。
【００７９】
　なお、前記実施形態では、ステップＳ１の処理は、配信情報の配信日時を検出する配信
日時検出手段を実現しており、ステップＳ４１の処理は、前記配信日時検出手段が検出し
た配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測手段を実現しており、ステップＳ
４３の処理は、前記配信日時検出手段により配信日時が検出された配信情報から、前記行
動場所予測手段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択手段を実現して
おり、ステップＳ２１の処理は、前記選択手段が選択した配信情報を前記配信日時に前記
携帯端末に送信する送信手段を実現している。
【００８０】
　また、個人予定テーブル５１ｃは、ユーザの行動予定の情報を記憶するユーザ行動情報
記憶手段を実現している。また、ユーザ情報ＤＢ５１は、ユーザ固有の情報を記憶するユ
ーザ固有情報記憶手段を実現しており、レコメンドルールマッチング部４２及びルールＤ
Ｂ５２は、前記ユーザ固有情報記憶手段に記憶されているユーザ固有の情報を基に、配信
情報を決定する配信情報決定手段を実現している。
【００８１】
　また、前記実施形態では、携帯端末と、前記携帯端末を利用するユーザに配信情報を提
供する情報提供装置と、を備える情報提供システムを用いてユーザに配信情報を提供する
情報提供方法であって、前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前記配信情報の配信
日時を検出する配信日時検出ステップと、前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前
記配信日時検出ステップで検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測
ステップと、前記情報提供装置及び携帯端末の何れかが、前記配信日時検出ステップで配
信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測ステップで予測したユーザの行動場
所に関するものを選択する選択ステップと、前記情報提供装置が、前記選択ステップで選
択した配信情報を前記配信日時に前記携帯端末に送信する送信ステップと、前記携帯端末
が、前記送信ステップで送信されてくる配信情報を外部出力する出力ステップと、を実現
している。
【００８２】
　また、情報配信サーバ４０（情報提供装置）が備える構成を、移動通信端末２０（携帯
端末）が備えるようにしてもよい。すなわち、移動通信端末２０は、移動通信端末２０は
、履歴取得部２１、嗜好情報取得部２２、現在位置取得部２３、個人プロファイル情報取
得部２４、予定情報取得部２５、端末ＩＤ格納部２６、情報送信部２７、情報受信部２８
、表示制御部２９及び表示部３０に加えて、レコメンドルールマッチング部４２、配信日
時有効性判定部４３、コンテンツ取得部４４、フィルタリング部４５、ルールＤＢ５２及
び場所条件範囲管理ＤＢ５４を備えるようにしてもよい。この場合、これらの構成を移動
通信端末２０に適合させて構築する。例えば、履歴取得部２１、嗜好情報取得部２２、現
在位置取得部２３、個人プロファイル情報取得部２４、予定情報取得部２５で取得した各
種ユーザ情報を基に、レコメンドルールマッチング部４２がレコメンドルールマッチング
を実施する。また、コンテンツ取得部４４及びフィルタリング部４５は、情報配信サーバ
４０に送信する情報として、コンテンツ配信要求及び、その要求するコンテンツの選択情
報（場所情報や場所条件範囲情報等）を作成する。
【００８３】
　また、このように移動通信端末２０での処理をプログラムにより実現することもできる
。この場合、プログラムは、携帯端末と、前記携帯端末を利用するユーザに情報を提供す
る情報提供装置と、を備える情報提供システムを用いてユーザに情報を提供するプログラ
ムであって、前記配信情報の配信日時を検出する配信日時検出ステップと、前記配信日時
検出ステップで検出した配信日時のユーザの行動場所を予測する行動場所予測ステップと
、前記配信日時検出ステップで配信日時が検出された配信情報から、前記行動場所予測手
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段が予測したユーザの行動場所に関するものを選択する選択ステップと、前記選択ステッ
プで選択した配信情報が前記配信日時に配信されるように、前記情報提供装置に要求する
配信要求ステップと、前記配信要求ステップでした要求に対応して、前記情報提供装置か
ら送信されてきた配信情報を外部出力する出力ステップと、を携帯端末に実行させること
を特徴とするプログラムとなる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の実施形態の情報配信システムの構成を示す図である。
【図２】移動通信端末及び情報配信サーバの機能構成を示すブロック図である。
【図３】情報配信サーバのハードウェア構成を示す図である。
【図４】タイミング制御ルールの例の説明に使用した図である。
【図５】嗜好判別ルールの例の説明に使用した図である。
【図６】嗜好－タイミングマッピングテーブルの例の説明に使用した図である。
【図７】配信情報管理テーブルの例の説明に使用した図である。
【図８】情報配信サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図９】情報配信サーバにおける、コンテンツのフィルタ処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１０】情報配信サーバにおける、コンテンツ場所条件を取得する処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【図１１】場所条件範囲管理テーブルの例の説明に使用した図である。
【図１２】具体例の説明に使用した図である。
【図１３】具体例の説明に使用した移動通信端末及び情報配信サーバの主要部の構成を示
す図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　情報配信システム、２０　移動通信端末、２１　履歴取得部、２２　嗜好情報取
得部、２３　現在位置取得部、２４　個人プロファイル情報取得部、２５　予定情報取得
部、２６　端末ＩＤ格納部、２７　情報送信部、２８　情報受信部、２９　表示制御部、
３０　表示部、４０　情報配信サーバ、４１　情報受信部、４２　レコメンドルールマッ
チング部、４２ａ　嗜好判別ルールマッチング部、４２ｂ　タイミング制御ルールマッチ
ング部、４３　配信日時有効性判定部、４４　コンテンツ取得部、４５　フィルタリング
部、４６　情報送信部、５１　ユーザ情報ＤＢ、５１ａ　個人履歴・嗜好テーブル、５１
ｂ　個人プロファイルテーブル、５１ｃ　個人予定テーブル、５１ｄ　個人現在地テーブ
ル、５２　ルールＤＢ、５２ａ　嗜好判別ルール管理テーブル、５２ｂ　タイミング制御
ルール管理テーブル、５２ｃ　嗜好－タイミングマッピングテーブル、５３　コンテンツ
ＤＢ、５３ａ　情報配信管理テーブル、５４　場所条件範囲管理ＤＢ
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